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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
丸
山
穂
高
君
提
出
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
商
取
引
の
多
様
化
に
伴
う
消
費
者
保
護
の
強
化
に
関
す
る
質
問
に
対

す
る
答
弁
書 

一
の
１
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
定
型
約
款
を
準
備
し
た
者
の
相
手
方
は
、
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
四
十
四
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
。
以
下
「
改
正
後

の
民
法
」
と
い
う
。
）
第
五
百
四
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
開
示
請
求
を
す
る
こ
と
で
定
型
約
款
の
個
別
の
条

項
の
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
「
条
件
を
隠
し
て
お
く
こ
と
も
可
能
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
と
考

え
て
い
る
。 

一
の
２
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
趣
旨
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
定
型
約
款
を
準
備
し
た
者
は
、
改
正
後

の
民
法
第
五
百
四
十
八
条
の
四
に
規
定
す
る
要
件
が
満
た
さ
れ
る
場
合
に
の
み
個
別
に
相
手
方
と
合
意
を
す
る
こ
と
な
く
契

約
の
内
容
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
相
手
方
の
利
益
の
保
護
は
図
ら
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

一
の
３
に
つ
い
て 



 

２ 

 

 
 

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
消
費
者
契
約
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
五

十
四
号
）
の
国
会
審
議
の
際
の
附
帯
決
議
に
お
い
て
、
消
費
者
が
事
前
に
消
費
者
契
約
の
条
項
を
容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
た
め
の
契
約
条
項
の
開
示
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
旨
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
消

費
者
庁
に
お
い
て
、
引
き
続
き
、
定
型
約
款
に
関
す
る
事
項
も
含
め
検
討
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

二
の
１
及
び
２
に
つ
い
て 

 
 

日
本
国
内
の
一
般
消
費
者
に
対
し
て
商
品
を
販
売
し
、
日
本
国
内
の
一
般
消
費
者
に
対
し
て
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示

防
止
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
三
十
四
号
。
以
下
「
景
品
表
示
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
表
示
を

す
る
事
業
者
が
、
景
品
表
示
法
第
五
条
の
規
定
に
違
反
す
る
不
当
な
表
示
に
該
当
す
る
表
示
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
表
示

を
し
た
事
業
者
の
所
在
地
に
か
か
わ
ら
ず
、
景
品
表
示
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
命
令
又
は
行
政
手
続
法
（
平
成

五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
行
政
指
導
の
対
象
に
な
り
得
る
も
の
と
解
し
て
い
る
。 

二
の
３
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
趣
旨
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

三
の
１
に
つ
い
て 



 

３ 

 

 
 

平
成
二
十
八
年
以
降
、
内
閣
総
理
大
臣
が
健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

違
反
し
た
者
に
対
す
る
同
法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
行
政
処
分
を
行
っ
た
こ
と
は
な
く
、
ま
た
、
都
道
府
県

知
事
等
が
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
行
政
処
分
を
行
っ
た
こ
と
も
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。 

三
の
２
に
つ
い
て 

 
 

景
品
表
示
法
第
五
条
の
規
定
は
、
事
業
者
が
「
自
己
の
供
給
す
る
商
品
又
は
役
務
の
取
引
に
つ
い
て
」
行
う
不
当
な
表
示

を
禁
止
し
て
お
り
、
こ
の
「
供
給
す
る
」
に
つ
い
て
は
、
商
品
又
は
役
務
の
提
供
や
流
通
の
実
態
を
み
て
実
質
的
に
判
断
さ

れ
る
要
件
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
景
品
表
示
法
の
規
制
対
象
は
、
御
指
摘
の
「
製
造
者
又
は
販
売
者
に
止
ま
る
」
も
の
で
は
な

い
と
考
え
て
い
る
。 


